
 

 

議案第５１号 

 

静岡市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正

について 

 

 静岡市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように定める。 

  平成２９年２月１６日提出 

 

静岡市長  田 辺 信 宏     

 

   静岡市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例 

 静岡市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成22年静岡市条例第５号）

の一部を次のように改正する。 

 第９条第１項中「）の規定」の次に「、静岡市立小学校及び中学校の教育職員等の給与に関

する条例（平成29年静岡市条例第  号。以下「小中学校教育職員等給与条例」という。）第４

条から第６条まで及び第14条（管理職手当、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務

手当、勤勉手当及び義務教育等教員特別手当に係る部分に限る。）の規定」を加え、同条第２項

中「第３条中」を「給与条例第３条中」に、「第26条第１項中」を「給与条例第26条第１項中」

に、「第28条第２項中」を「給与条例第28条第２項中」に改め、同条第３項中「第３条中」を「教

育職員給与条例第３条中」に、「特定任期付職員業績手当」と、第14条」を「特定任期付職員業

績手当」と、教育職員給与条例第14条」に、「職員」と、第14条」を「職員」と、教育職員給与

条例第14条」に改め、同条第４項中「第２条第３項中」を「同条例第２条第３項中」に、「第15

条中」を「同条例第15条中」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加

える。 

４ 教育職員である特定任期付職員に対する小中学校教育職員等給与条例第３条並びに第14条

において読み替えて準用する教育職員給与条例第14条において準用する給与条例第26条第１

項及び第28条第２項の規定の適用については、小中学校教育職員等給与条例第３条中「義務

教育等教員特別手当」とあるのは「義務教育等教員特別手当並びに静岡市一般職の任期付職

員の採用及び給与の特例に関する条例（平成22年静岡市条例第５号）第７条第５項の特定任

期付職員業績手当」と、小中学校教育職員等給与条例第14条において読み替えて準用する教



 

 

育職員給与条例第14条において準用する給与条例第26条第１項中「管理職手当の支給を受け

る職員」とあるのは「管理職手当の支給を受ける職員及び静岡市一般職の任期付職員の採用

及び給与の特例に関する条例第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員」と、

小中学校教育職員等給与条例第14条において読み替えて準用する教育職員給与条例第14条に

おいて準用する給与条例第28条第２項中「、６月に支給する場合においては100分の122.5、

12月に支給する場合においては100分の137.5」とあるのは「100分の162.5」とする。 

 第10条中「並びに教育職員給与条例第６条及び第７条」を「、教育職員給与条例第６条及び

第７条の規定並びに小中学校教育職員等給与条例第５条及び第６条」に改める。 

 第11条第１項中「並びに教育職員給与条例」を「、教育職員給与条例」に改め、「）の規定」

の次に「並びに小中学校教育職員等給与条例第５条、第６条及び第14条（扶養手当、住居手当

及び単身赴任手当に係る部分に限る。）の規定」を加え、同条第３項中「第18条第２項第２号中」

を「給与条例第18条第２項第２号中」に、「第21条第２項及び第35条中」を「給与条例第21条第

２項及び第35条中」に改め、同条第４項中「第11条第２項中」を「同条例第11条第２項中」に、

「、別表」を「、同条例別表」に改め、同条第５項中「第９条中」を「教育職員給与条例第９

条中」に、「第11条中」を「教育職員給与条例第11条中」に改め、同条第６項中「静岡市立の高

等学校教育職員の給与等に関する特別措置条例」を「静岡市立学校の教育職員の給与等に関す

る特別措置条例」に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項の次に次の１項を加える。 

６ 教育職員である任期付短時間勤務職員に対する小中学校教育職員等給与条例第11条の規定

の適用については、第11条中「再任用短時間勤務職員」とあるのは、「静岡市一般職の任期付

職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成22年静岡市条例第５号）第４条の規定により

任期を定めて採用された短時間勤務職員」とする。 

   附 則 

 この条例は、平成29年４月１日から施行する。 


